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２．被災した住宅の緊急復旧への対応に係る準備  

（１）被災した住宅の緊急復旧に必要な資材の調達・配布に係る準備 

【実施する事項】 

《都道府県、市町村》 

 被災した住宅の緊急復旧に必要な資材を可能な限り備蓄し、その備蓄資材の種類や
数量を的確に把握しておくことが重要である。 

 ただし、庁舎やその他の公共施設等において備蓄できる量には限界があるため、他
の地方公共団体、ＮＰＯ法人、物販業等の民間団体・事業者等と事前に協定等を締
結し、資材の供給に係る協力体制を構築しておくことが重要である。 

 被災した住宅の緊急復旧に必要な資材を被災者に配布する場合に備え、配布する資
材、配布場所、配布方法及び被災者への周知方法等について、事前に検討しておく
ことが重要である。 

【留意点】 
◆ 被災した住宅の緊急復旧に必要な資材については、協定等を締結した団体等と、資材

毎に耐久性等を考慮した製品の規格、仕様、サイズ、費用等について事前に検討し、
調整しておくことが望ましい。 

  

 

 

 

 

 

【被災した住宅の緊急復旧に必要な資材の例（壊れた屋根の緊急復旧の場 合）】 

資材 留意点 

ブルーシート 

・壊れた屋根にかけるシート。紫外線や擦れにより劣化して破れることがあるた
め、厚手（＃3000 番以上）のものを用いる。 

・ブルーシートのサイズは、一般的に 2 間×3 間（3.6×5.4
ｍ）程度の寸法のものが使用されることが多い（サイズが
大きすぎると屋根の上まで運ぶのが困難になる一方で、小
さすぎると複数枚つなぎあわせる必要があり、結果として
はがれやすくなる）。 

・ブルーシートは、紫外線による劣化や擦れにより早くて数
カ月で破れる。また、大雨、風等の影響で張替えが必要と
なる場合もある。 

土のう袋 

・屋根の上のブルーシートが飛ばないように、その上に載せる
砂等を入れた袋。 

・土のう袋は紫外線に強く、UV 剤添加等の耐久性の高いもの
がよい。 

・土のう袋の中には砂、砂利、真砂土等を入れる。割れた瓦は
落下すると危険なので入れない。また、土を入れると、草が
生え、漏れた土により屋根の葺替の際に滑りやすくなる。 

ロープ 
・ブルーシートをおさえる土のう袋同士を結ぶためのロープ。 
・紫外線に強く、耐久性の高いものがよい。 
・ナイロンのロープは劣化が早く、切れやすいことに留意する。 

出典：コメリホームセンターホームページ、震災がつなぐ全国ネットワーク「屋根のシート張り講習会 資料」より
内閣府作成 

＜参照＞ 

発災時の対応
について ⇒ Ⅲ．発災時対応編 

２．被災した住宅の緊急復旧への対応 
 （１）被災した住宅の緊急復旧に必要な資材の

調達・配布 
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＜事前準備の例＞ 

【地方公共団体での備蓄状況の例：長崎県】 

・長崎県は、県の備蓄倉庫や各振興局等において、一定量の生活物資を備蓄しており、その
状況をホームページにおいて公表している。 

・「その他の主な物資」としてブルーシート等が記載されている。 

・備蓄箇所数及び主な保管場所とともに、流通備蓄協定の締結業者についても公表してい
る。 

 

表２－４ 備蓄状況等一覧（長崎県、平成 30 年 4 月 1 日時点） 

物資の備蓄の
有無 
（有りの場合、
その種類等） 

食料 白飯（50食分）150個 
缶詰パン（2個入）7,416個 

飲料水 ペットボトル 2L 11,244 本 
毛布 毛布6,894枚 

タオルケット 300枚 

衛生用品 
紙おむつ（大人用）57パック、紙おむつ（乳幼児用）56パック、乳児用お
しりふき(3個)22パック、生理用品210パック 
簡易トイレ（100回分）330個 

その他の主な
物資 

ブルーシート、タオル、バスタオル、ほ乳ビン、マスク、歯ブラシ、石け
ん、衣類（下着、トレーニングウェア、靴下、サンダル等）、調理器具（包
丁、フライパン、鍋、皿、カセットコンロ等）など 

備蓄個所数 ９か所 
主な保管場所 県の所有する備蓄倉庫、各振興局 

流通備蓄協定の締結業者 

長崎県生活協同組合連合会（災害時における応急生活物資供給）、マックス
バリュ九州（株）、イオン九州（株）、（株）イズミ、（株）セブン－イレ
ブン･ジャパン、（株）ファミリーマート、（株）ローソン、ＮＰＯ法人 
コメリ災害対策センター、（株）ナフコ、サントリーフーズ（株）、（株）
伊藤園（以上、災害時における物資の供給）、（株）レンタルのニッケン長
崎営業所（災害時における物資の仮設トイレ）、長崎県冷蔵倉庫協会、長崎
県倉庫協会（災害時における物資の保管等）、南日本段ボール工業組合（段
ボール製品の供給）  

 

 

 

 

  

出典：長崎県ホームページ（https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2018/07/1532060246.pdf） 
より内閣府作成 

https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2018/07/1532060246.pdf
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＜事前準備の例＞ 

【災害時の物資供給に関する協定の例：千葉市】 

・千葉市は、他の行政機関や民間団体・事業者等と災害時の応援や協力に係る協定を締結
し、被災した住宅の緊急復旧に係る資材確保の準備を行っている。 

 

表２－５ 災害時の物資供給に係る千葉市とその他の自治体との相互応援協定の例 

協定名称 協定締結先 締結（改正）
年月日 協定概要 

災害時における千葉県内市町村間
の相互応援に関する基本協定 千葉県及び県内市町村 平成 8 年 2 月

23日 
救助、復旧の相互協力 
（役務・物資の提供など） 

災害時における相互援助に関する
協定 

水戸市、前橋市、宇都宮市、さい
たま市、甲府市、横浜市 

平成 8年 10月
23日（改正） 

救助、復旧の相互協力 
（役務・物資の提供など） 

九都県市災害時相互応援に関する
協定 

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川
県、横浜市、川崎市、さいたま市、
相模原市 

平成 26年 2月
13日（改正） 

救助、復旧の相互協力 
（役務・物資の提供、避難場所
の相互使用など） 

21大都市災害時相互応援に関する
協定 

札幌市、仙台市、東京都、横浜市、
川崎市、名古屋市、京都市、大阪
市、神戸市、広島市、北九州市、
福岡市、さいたま市、静岡市、堺
市、新潟市、浜松市、岡山市、相
模原市、熊本市 

平成 24年 4月
1日（改正） 

救助、復旧の相互協力 
（役務・物資の提供など） 

関西広域連合と九都県市との災害
時の相互応援に関する協定 関西広域連合 平成 26年 3月

6日 
救助、復旧の相互協力 
（役務・物資の提供など） 

 

表２－６ 災害時の物資供給に係る千葉市と民間団体・事業者等との協定の例 
（被災した住宅の緊急復旧に必要な資材（ブルーシート等）があるもののみ抜粋） 
協定名称 協定締結先 締結年月日 協定概要 

災害時における物資調達に 
関する協定書 

コストコホールセールジャ
パン(株) 

平成29年1月
27日 

災害時における食料・生活必需品
等供給協力 

災害時における生活物資の供給協力に
関する協定 （株）カインズ 平成29年5月

26日 
災害時における応急生活物資等
供給協力 

災害時における物資供給に関する協定 ＮＰＯ法人コメリ災害対策
センター 

平成29年5月
26日 

災害時における応急生活物資等
供給協力 

 

  

出典：千葉市ホームページ（https://www.city.chiba.jp/somu/kikikanri/saigai-kyotei-ichiran.html）より内閣府作成 

https://www.city.chiba.jp/somu/kikikanri/saigai-kyotei-ichiran.html
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＜事前準備の例＞ 

【ＮＰＯ法人との協定締結による災害時の物資供給の例：ＮＰＯ法人コメリ災害対策センター】 

・ＮＰＯ法人コメリ災害対策センターは、地方公共団体と災害時の支援協定を締結（858 件締結
済：2019年 3月 31日現在）し、物資供給のネットワークを構築している。 

・本センターは、支援協定先自治体（支援協定を締結している被災地方公共団体）からの物資供給
の要請を受け、(株)コメリやコメリ各店舗、災害対策ネットワーク協力企業に必要な物資の供
給を依頼し、全国 10ヵ所の流通センターに備蓄されている物資や新たに手配した物資を当該被
災地方公共団体の拠点又は避難所に送る。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・本センターのホームページでは、災害発生直後に被災地方公共団体から特に要請の多かった物
資が公表されており、被災した住宅の緊急復旧に必要な資材としては、例えば、ブルーシート
（3.6×5.4ｍ等）、PPロープ、土のう袋、水害時の消毒剤等が掲載されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：ＮＰＯ法人コメリ災害対策センターホームページ（http://www.komeri-npo.org/index.html） 

図２－13 物資供給ネットワーク構築 
 

図２－14 コメリ要請物資一覧 
 

http://www.komeri-npo.org/index.html
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（２）被災した住宅の緊急復旧の方法に係る情報の提供の準備 

【実施する事項】 

《都道府県、市町村》 

 発災後速やかに被災した住宅の緊急復旧の方法に関する情報を提供できるよう、当
該情報について事前に収集・整理しておくことが重要である。 

 被災した住宅の緊急復旧においては、屋根、外壁・窓、床、水道管等の設備への対
応が必要となり、過去の災害の経験で得られた対応方法の蓄積を生かし、被災者に
適切な情報を提供していくことが重要である。 

 特に水害の場合は、浸水した住宅の被害の状況をできる限り詳細に写真に撮った後、
汚泥等を除去し、清掃、洗浄、消毒して、十分に乾燥させることが必要である等、
修理工事に取りかかる前に一定の作業及び期間が必要となることを周知することが
重要である。 

【留意点】 
◆ 屋根上での高所作業等については、危険が伴うことが想定されることから、原則とし

て修理業者に依頼するよう被災者に周知することが重要である。 

◆ 発災後の混乱状態の中では、不当に高額な条件で緊急復旧を請け負うような悪徳業者
が跋扈する可能性もあるため、被災者への注意喚起が必要である。 

◆ 近年の災害では、技術系のボランティア団体等（※）や NPO法人等の多様な主体が緊
急復旧の担い手として活躍している。 

※発災直後より現地に活動拠点を置き、過去の災害における復旧現場での経験を活かしつつ、災害ボラ
ンティアセンター等と協調・協働しながら活動する団体 

 

 

 

 

 

 

【地震により被災した住宅の部位毎の緊急復旧の方法のイメージ】 
部位 状況の例 緊急復旧の方法の例 

屋根 屋根葺材に
被害がある 

・壊れた瓦は取り除き、ブルーシートを張る。瓦を取り除いた箇所や瓦がずれている箇
所を覆うようにシートを掛ける。（※） 

・ブルーシートの上に土のう袋を置き、袋同士をロープで結ぶ。（※） 
・土のう袋には砂、砂利や真砂土を入れる（石や割れた瓦等を入れると落下した際に危
険なため使用しない）。 

外壁・窓 外壁や窓に
破損がある 

・破損した外壁や窓を撤去する。 
・ブルーシート又は構造用合板で破損箇所をふさぐ。 

設備等 

上下水道管に
水漏れが発生
している 

・止水栓を閉めて水を止め、破裂した部分に布又はテープをしっかりと巻きつける。そ
の後専門工事業者等に修理を依頼する。 

・軽微な損傷であれば、専門工事業者のみにより対応可能な場合が多い。 
・ただし、配管の修理工事等に伴い、床や壁の工事も発生するような場合は、工務店等
による対応が必要となることもある。 

給湯器の貯
湯タンクが
転倒等して
いる 

・貯湯タンクが転倒等した場合、外見上は壊れていないように見えても、内部の電子部
品などが破損している場合がある。 

・そのまま使用（通電）した場合は発煙、発火のおそれがあるため、専門工事業者に連
絡し、必ず点検・修理を受ける。 

 
※屋根上での高所作業等については危険が伴うことが想定されることから、原則として修理業者に依頼する。
この他にも技術面・安全面において被災者自らが実施することが厳しい場合は修理業者に依頼する。 

＜参照＞ 

発災時の対応
について ⇒ Ⅲ．発災時対応編 

２．被災した住宅の緊急復旧への対応 
 （２）被災した住宅の緊急復旧の方法に係る情

報の提供 
P．108 
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【浸水した住宅の緊急復旧の手順及び留意事項のイメージ】（※） 

  

■STEP２ 家財の搬出 
 ・Step3～Step7 の作業を行う準備として、その妨げとなる家財を搬出する。 

・当該家財の廃棄（分別を含む）については、被災自治体が公表している方法により行

う。 

 

■STEP３ 建材の撤去 
 ・床下や壁体内にある断熱材まで浸水している場合には、当該断熱材を撤去する。 

・内壁や断熱材等を濡れたまま放置した場合は、カビの発生や悪臭の原因となる。 

 

 

■STEP４ 汚泥等の除去 
 ・浸水により屋内にもたらされた汚泥等の除去を行う。 

・汚泥等の除去を行わなかった場合、これらに含まれる雑菌やカビ等による衛生被害が

起こり得る。 

 

■STEP５ 清掃・洗浄 
 ・汚泥や水等により汚れた家の床・柱・壁等を丁寧に清掃する。 

・清掃が不十分だと、Step6 の消毒の効果が十分に発揮されないことがある。 

・高圧洗浄機を用いる場合は、物損にも十分注意する。 

 

 ■STEP６ 消毒 
 ・カビの発生等を抑えるために、室内の通風、換気を確認した上で、原則被災自治体が公

表している方法に沿って消毒を行う。 

・建築材料によっては、変質・変形するものもあるため、注意が必要である。 

 

■STEP1 写真を撮る 
 ・浸水による被害の状況が後々になっても説明ができるように写真を撮っておく。 

・住宅の外観・内観を多方向から撮影する。その際、できる限り被害が発生している

部位毎に細かく撮影しておくことが望ましい。 

・被害の状況が把握できる写真は、罹災証明書の交付や保険金の請求等にも役立つ。 

■STEP7 乾燥 
 ・木材は湿潤状態のまま放置すると、カビの発生や耐久性の低下につながることがある

ため、乾燥を徹底する。 

・被害の程度や時期により異なるが、1か月程度かけて、十分に乾燥することが重要であ

る。 

 

※ STEP１～７の内容は災害救助法に基づく応急修理制度（被災した住宅の応急修理）の対象ではない。 
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＜過去の災害における取組の例＞ 

【浸水した住宅の緊急復旧の方法に係る情報提供の例：岡山県（平成 30年７月豪雨）】 

・岡山県は「浸水被害を受けた建築物の応急・復旧対策情報」として、ホームページにおい
て、水害にあった住宅でまずやるべきことをまとめたリーフレット等を公表した。 

 

 

  

次頁へ続く 
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次頁へ続く 
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図２－15 （参考情報）水害にあった住宅でまずやるべきこと 
 

出典：岡山県ホームページ（http://www.pref.okayama.jp/page/567885.html） 
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＜過去の災害における取組の例＞ 

【被災した家屋での感染症対策の例：厚生労働省】 

・厚生労働省は、「被災した家屋での感染症対策」として、ホームページにおいて３種類の
リーフレットを公表している。 

  

図２－16 浸水した家屋の感染症対策 
 出典：厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00341.html） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00341.html
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図２－17 清掃作業をされる方へ 
 出典：厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00341.html） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00341.html
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出典：厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00341.html） 

図２－18 浸水した家屋を清掃される方へ 
 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00341.html
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＜過去の災害における取組の例＞ 

【水害からの生活再建の手引きの例：震災がつなぐ全国ネットワーク】 

・「震災がつなぐ全国ネットワーク」は、過去に水害で被災した
地域における支援経験に基づき、写真やイラストを用いて、
水害にあった際の対応に係る情報を掲載した冊子「水害にあ
ったときに ～浸水被害からの生活再建の手引き～」を作成
している。 

・本手引きでは、家屋の片付けと掃除の方法（床下の掃除や泥
の除去、床下の乾燥等）とともに、罹災証明書の交付や支援
制度等の申請手続、水害からの生活再建の体験等が記載され
ている。 

 
 

 
【行政が主体となって消毒を実施した例：大洲市（愛媛県）（平成 30年７月豪雨）】 
・大洲市は、要望があった住宅において消毒を実施した。 

・消毒の際に用いた動力噴霧器・ホース取巻機・ジェット噴口一式については、３セットは
市で購入し、21 セットは市内の消防団員・農家の方等から借り上げた。 

・消毒剤は塩化ベンザルコニウムを用い、薬品会社と単価契約を締結して購入（500ｍｌ×
約 1,700 本）した。 

・また、被災者からの要望に応じて消毒剤を配布した。 

 

【行政が被災者に消毒剤を配布した例：坂町（広島県）（平成 30年７月豪雨）】 
・坂町は、浸水した住宅での感染症対策として塩化ベンザルコニウムを被災者に配布した。 

・浸水後の片付け状況を紙面で確認し（下図）、主に保健師から使用方法を説明した上で手
交した。 

 

 

 

  

出典：震災がつなぐ全国ネットワーク「『水害にあったときに』～浸水被害から
の生活再建の手引き（冊子版）」 

出典：坂町資料 
図２－19 浸水後の片付け状況の確認 
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＜過去の災害における取組の例＞ 

【震災に便乗した悪質商法への注意喚起の例：（独）国民生活センター】 

・（独）国民生活センターは、震災に便乗した悪質商法について、過去の震災発生時に寄せ
られた相談事例、消費者へのアドバイス、啓発用リーフレットを公表している。 

  

図２－20 啓発用リーフレット「あわてないで！震災に便乗した屋根修理サービス」 
 出典：（独）国民生活センターホームページ（http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/disaster.html） 

http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/disaster.html
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【台風に便乗した悪質商法への注意喚起の例：茨木市（大阪府）（平成 30年台風 21号）】 

・茨木市は、平成 30 年台風 21 号の被災者に対し、市のホームページにて悪質商法への注
意喚起を行った。 

 
 
 

 

 

  

出典：茨木市ホームページ 
（http://www.city.ibaraki.osaka.jp/saigai/zisinooamenikannsuruosirase/sikaranoosirase/42855.html） 

図２－21 【要注意!!】「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関するトラブルについて 
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